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ＳＮＳに不適切な投稿を繰り返したとして裁判官弾劾裁判所に訴追された仙

台高等裁判所の岡口基一裁判官（以下、「岡口氏」という。）に対し、弾劾裁判

所は本年４月３日、罷免判決を言い渡した（以下、「本件判決」という。）。表

現行為を理由とした罷免判決は史上初めてのことであった。                       

 当会は、２０２２（令和４）年１月１２日付で「裁判官弾劾裁判所に対し、

裁判官の独立を尊重し、慎重な判断を求める意見書」を発出し（以下、「本件

意見書」という。）、「『裁判官としての威信を著しく失うべき非行』に該当する

かについても、審理対象の事案が過去に罷免判決が宣告された事例に比肩しう

るかなどを、十分に審理を尽くすべき」であり、「弾劾裁判の罷免による萎縮

効果が、自律的に判断形成することを職責とする裁判官に種々の悪影響を及ぼ

すおそれについては、それが可視化されにくいものであるが故に、罷免訴追の

審理にあたっては、最大限に考慮されなければならない」ことを指摘してい

た。                                                       

 しかし本件判決は、以下に述べるように、罷免の結論に至る論理に本件意見

書が指摘した点が反映していないばかりか、証拠に基づき事実を認定する証拠

裁判主義を正面から否定する内容になっている。 

すなわち本件判決は、「（裁判官としての威信を）著しく失うべき非行」の

「著しく」の定義について、「国民の信託に対する背反」が認められるかどう

かであると判示したが、規範としては曖昧であり、「国家権力に対する批判的

見地からの表現」に触れていることを踏まえたとしても、なお本件意見書が指

摘した弾劾裁判の罷免による萎縮効果に対する最大限の考慮があったとは言い

難い。 

また本件判決は、裁判官の表現の自由を国民一般の表現の自由よりも狭く捉

えているようであるが、その根拠が「国民の信託」、「憲法の番人」であること

だけでは、不十分であり、基準としては甚だ不明確なため他の裁判官に対して

重大な萎縮効果を及ぼすものである。 

本件判決は、本件ではＳＮＳによる投稿が訴追事由を構成する主たる要素と

なっていることを理由に過去の弾劾裁判例や訴追猶予事案を比較の対象とする

こと自体を否定するが、特定の行為が裁判官としての威信を著しく失うべき非



行にあたるか否かの判断においては、当該行為そのものが過去の事案に現れて

いないとしても、過去の事案で問題とされた行為及びそれに対する判断との比

較検討が必要不可欠である。過去に例を見ない事案であるからこそ、前例とな

る処分との公平性、均衡を踏まえた慎重な立論が強く求められるのであって、

過去の弾劾裁判例を重視せず曖昧不明確な基準に基づいて裁判官の行為を裁い

た本件判決の論理は、裁判官にとっての予測可能性を害し、裁判官の行為の萎

縮を招くものというほかない。 

加えて、「『司法に対する国民の信頼』を害したかどうかの認定は、その時々

の弾劾裁判所を構成する裁判員の良識に依存する」、「時の弾劾裁判所の裁量に

属する項目であって、通常の要証事実のような立証責任は問題にならない」と

した点については、裁判員による恣意的な判断を肯定したものであり到底容認

できない。 

裁判官弾劾法は、刑事訴訟に関する法令の規定を準用するなど、刑事訴訟と

同様の厳格な手続を採用していることは明らかであり、それは、被訴追者に裁

判官の職を失うだけでなく法曹資格を剥奪する罷免という強度の不利益を一方

的に課すものであるからである。それにもかかわらず、本件判決が「立証責任

は問題にならない」としたことは、同法第２９条第２項が準用する刑事訴訟法

第３１７条の証拠裁判主義の規定や、ひいては憲法第３１条の適正手続の要請

に正面から反するものである。 

当会は、このように証拠裁判主義を否定して弾劾裁判制度の根幹を揺るがし

た上、適切な基準なく判断して裁判官の身分保障や表現の自由を危うくする論

理によってなされた本件判決に対し抗議するものである。 

以上 


